
 函館市恩給条例施行規則等を廃止する規則を次のように定める。 

  令和７年３月１４日 

 

                  函館市長 大 泉   潤   

 

函館市規則第４号 

   函館市恩給条例施行規則等を廃止する規則 

 次に掲げる規則は，廃止する。 

 (1) 函館市恩給条例施行規則（昭和３０年函館市規則第２２号） 

 (2) 函館市恩給条例の一部を改正する条例附則第４条の仮定給料年額

を定める規則（昭和４８年函館市規則第４０号） 

 (3) 函館市職員退職給与条例施行規則（昭和３０年函館市規則第４７

号） 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 


